
  

  第４章 生活福祉            福祉総務課、生活福祉課 

 

  第１節 生活保護 
 

本市の生活保護法による被保護世帯数･人員は、平成 28年度末現在 2,551世帯・3,354人で保護

率は 13.00‰である。保護率は高齢化の進展や単身世帯の増加など社会的状況を背景に景気の影響

などにより、増加傾向で推移している。本市においては平成 13年度から増加の伸びが大きくなって、

特に平成15年度以降の伸び率は顕著である。平成 28年度における本市の保護開始は 362件で、主

な理由は預貯金、就労収入等の減少・喪失、並びに世帯主の傷病が挙げられる。これに対して廃止

は344件で、主な理由は死亡・失そう、就労収入の増加である。 

なお、最低生活費の尺度となる生活保護基準は、国民生活の動向等を勘案し、改定されている。 

 

 （注：‰は千分率を示す） 

１ 生活保護分類  

 (1) 被保護世帯･人員の状況（年度末現在） 

   区分 

 

年度 

 

世帯 

 

人口 
被保護者 人口に対する 

保護率 世帯 人数 

27 

    28 

107,689 

109,020 

256,117 

257,877 

    2,524 

    2,551 

3,358 

3,354 

   13.11‰ 

    13.00‰ 

 

 (2) 扶助別人員の状況（年間延人数）                   （単位 人） 

   区分 

 

年度 

 

生活扶助 

 

住宅扶助 

 

教育扶助 

 

介護扶助 

 

医療扶助 

 

 

出産扶助 

 

生業扶助 

 

葬祭扶助 

27 

28 

 35,842 36,182 2,327 5,641 32,549  3   849 62 

 35,949 36,312 2,380 6,079 32,124  0   823 58 

 

 (3) 世帯構造の状況 

  ア 労働力類型別世帯（年度末現在）                  （単位 世帯） 

  区分 

 

年度 

世帯主稼動世帯 
世帯員の 

稼動世帯 

非稼動 

世帯 常用 日雇 内職 その他 

   27 

   28 

    223 

     214 

     79 

     77 

   4 

   4 

36 

33 

60 

59 

2,122 

2,164 

イ 世帯類型別延世帯（年度末現在）                   （単位 世帯） 

  区分 

 

年度 

 

高齢者世帯 

 

母子世帯 

 

傷病障害者世帯 

 

その他 

27 

28 

   1,294 

1,395 

158 

149 

        629 

        587 

443 

420  



  

 (4) 保護の開始･廃止の状況 

開始の理由 件数 比率 廃止の理由 件数 比率 

世帯主の傷病 

世帯員の傷病 

就労収入の減少･喪失 

世帯主の死去･離別 

預貯金、手当、仕送り

収入の減少・喪失 

他市から転入 

その他 

   72件 

 15 

     33 

     14 

   192 

 

      7 

     29  

 

 

19.9 

4.1 

9.1 

3.9 

53.0 

 

1.9 

8.1 

 

% 世帯主の傷病の治癒 

世帯員の傷病の治癒 

就労収入の増加 

死亡・失そう 

年金、手当、仕送り

収入の増加 

親族・縁者等の引取 

施設入所 

他市への転出 

その他 

1 

0 

55 

145 

23 

 

17 

9 

36 

58 

 0.3 

0.0 

16.0 

42.2 

6.7 

 

4.9 

  2.6 

10.5 

16.8 

％ 

計 362 100.0  計 344 100.0  

 

ア １世帯及び１人当り保護費    (単位 円／月) 

    区分 

 

年度 

 

世帯当り 

 

１人当り 

27 

28 

  190,864 

    187,896 

   143,461 

     142,911 

 

イ 扶助別保護費の状況                    （単位 円） 

    区分 

 

年度 

生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 介護扶助費 

27 

28 

1,915,661,448 

1,902,164,299 

1,077,364,882 

1,027,531,452 

23,376,284 

23,194,588 

112,233,182 

111,702,557 

 

    区分 

 

年度 

医療扶助費 そ  の  他  施設事務費 計 

27 

28 

2,543,012,927 

2,581,289,512 

26,251,308 

24,031,633 

83,083,962 

81,968,632 

5,780,983,993 

5,751,882,673 

 

第２節 援護対策 

 

１ 戦没者遺族援護 

 (1) 平塚市遺族会 

   市内戦没者遺族等の相談援護や各種慰霊活動を行っている遺族会に対し、その運営及び事業

を援助する目的で補助金を交付した。 

 (2) 平塚市戦没者及び戦災殉難者追悼事業 

   平塚市戦没者及び戦災殉難者を追悼し､平和を祈念するために、平成 28年 10月、平和慰霊塔



  

前（平塚八幡山公園内）において「平塚市戦争犠牲者を追悼し平和を祈念する集い」を実施し

た。 

 

２ 戦没者遺族等援護法による事務 

  戦没者等の妻に対する特別給付金及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に関する事務

を行った。 

 

３ 災害見舞金 

  火災等による被災者に対して、次のとおり見舞金等を交付した。 

                                      （単位 円） 

 

 
全焼・全壊 半焼・半壊 消火損害 床上浸水 

件 

数 
金額 

件 

数 
金額 

件 

数 
金額 

件 

数 
金額 

1人世帯 0 
 

0 
 

0 
 

0  

2人以上世帯 1 80,000 １ 50,000 0 
 

1 30,000 

店舗・事務所 0 
 

0 
 

0 
 

0  

合計 1 80,000 １ 50,000 0 
 

1 30,000 

 

 

 

傷病 死亡 

件 

数 金額 
件 

数 金額 

世帯主 0  1 750,000 

その他 0  0  

合計 0  １ 750,000 


